
美濃加茂市監査委員告示第３０号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

令和６年１０月支払分の随時監査の結果を次のとおり公表する。  

 

令和６年１１月２５日  

 

美濃加茂市監査委員  田 中  昭 則 

同      田 口  智 子 

 

随時監査の結果報告について  

 

１ 監査年月日 令和６年１１月２５日  

２ 監査事項  歳出に関する財務執行状況  

３ 監査結果  監査の結果、おおむね適正に執行されていると認められ

たが、下記事案については、是正、改善等を要すると認

められた。  

 

 

 記 

 

課 名 区分 内 容 

商工観光課 

 

 

 

 

意見 

 

 

 

 

【意見】 

観光委第３号 美濃加茂市電動アシスト自転車管

理運用業務において、事業の目的と稼働率の実績に

鑑み、今後において事業実績の飛躍的な向上を望む

ことは考えにくく、費用対効果においても望む結果

となっていないものと思われる。事業目的を達する

には、現在の状況において理想との乖離がみられる

ため、事業の廃止を一考されたい。 

 


